
第 2け様式(1)―①

(単休発注 。事後審査型 )

那覇港管理組合一般競争入札公件第33号

地方向治法 (昭和E2年法律第67号)第 234i条 第 甍項の規定に rkり 、 ^般競争入札 (以下 「入札Jと いう。)

を次のとおり実施するこ

今和5年 11掲 24!脚

1 人本とここ付する事項

2 入札参加資格

次に蓮める要件をすべて満たと/て いる有資格業者であることっ

那郵港管理熱合管理者 五城

(1) 業 務 名 臨港道路 (港湾2号線)磁気探査業務委託 徹5)

(2) 履 行 場 所 郎覇港薪港おゝ瑛地区

(3) 業 務 内 容 臨港道路 (港湾2号繰)|こおける液状化対策工事に伴う磁気探査業務萎託

(4) 覆   行   期   間 契約締結 目王)翌 日 (た だし、契約 日F)翌 日が粗各め休日に当えるとき送、縦企F)休 日の翌 日

'か
ら,今和S年 3月 15日 ■で

(5) 設 計 金 額 18,3921000円 (札込)

(6) 資 格 審 査 方 法 事後審査聖 ※本業務は、競争参加資格の審査を入′l_執行後に行う。

(7) 最 低 制 駿 価 格

本人札案■な、最低制限価格が設定さねノているた夏)、 最低制限十1性格熊満の人札者は

落札者となることができない。
※ 「最低相:眼価格の算定に関する運用 :こついて」
(https1//nahaport.こ p/心、jsi ness/colltrac t/)

(8) 適 用 す る 技 術 荷 単 鶴
令和5年3劇 設計業務
委託等技術者単価

※本業務の予定価格は海記とこ示す設計業務委託等技術者単価

を適用 して積算 してお り、入本と参力‖考は同半価を適用 して見

積 りを行い入
=と

すること。

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本案件 1ま 、右表のう

ち、③E口 を付 した細度等の

適用があるG)

議会議決

木業務は、議会の議決に刊
ト
ナベき契約及び財産の取待又|ま処分

に関する条例第 2条の規定に基づき、議会の同意の議決を要す

るため、落札決定後は仮契約を締結 t▽′、議会の同意の議決を経

て通知 したときここ本契約 となる。

準備手続き

(予算成立前)

本手続きは、次年度当初 (補正,予算成立を前提占:し た年度謝

女台 (予算成立〕前からの準備手続きであり、予算成立後に効カ

を生じる事業である。従つて、議会において当初 (補正)千算

案が否決された場合は、契約を締結 tソ
フない。また、次年度当初

停講正)予算成立後においても、四庫文出金に係ろ交付申議等
の手続きの関係 と、入札を廷理する場合がある。

準備手続き

(交付決定前)

本手続きtま 、国庫支出金に係 る予算使用を前捉とした事釣準備

手続きであ り、交争決定後に効力を生 じる事業である。従つ

て、交付申請等の手続きの関係 と、入本とを廷期する場合があ

る。

準備手続き

(繰越承認前)

:本手続きは、議会における繰越承認を前発 と ガヽた事前準備手続

さであり、議会爪認後に効力を生 じる事業である。従つて、議

会において本業務に係心千算の繰越承認が否決さ葦1,た 場合,ま 、

A札を延期又難中 fにすることがある。また、予算の繰越承認後

iこ おいても、剖車文出金に係 る繰越 (翌憤)手続きの関係上、

入札を延期する場合がある。

債務負担オす為業務
本業務は、償務魚担行為に係る契約の特長モの述痛を受ける業務
である。

(1)1業 徳 区 分 調査

那覇港管理綿合の測量 `燈設ヨンサルタン ト等業4録業

者名簿において、左記の登録を有するく)のし軽
鼠 r建設コン十

'レ
タン ト

入札参加資格名簿華録年 令和4「
こ5年度

(3)14録 業 種 磁気探査

と/ 峰′`
(■ ) 167条 の4の あること。



(5) 人ホL日 から当該姿託の落本と決定日衰での間において、朗
`覇

港管理組合の指名停止措雄を受11て いないことし

(6)
会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなさオ1ッている者又は氏亭再生法に基・づき再生手続き開始の申立

てがなさオ1,ている者 (手続き開始の決定後、人札参力四資格の再認定を受けている者を除く.)ではないことっ

(7)
警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者叉iま これに準・1武 るものとして、那覇港管理薬景合養

注工事等からの排除要諦があり、当該状かとが継続 している者でないこと.

(3)

入札に参力日しようとする者の麗に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。

なお、以 ドの判係がある場合に、辞逃する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、郭朝港管理組合競争

契約入本と心持第 3条第 】項の規定に抵角虫するものではない。

ノ
~ 

資本関係

次のいずれかとこ該当する=者
の場合。

(a)子会社等 (会社法 (平成 17年法律第86琴 )第 2条第 3号 の 2:こ規定する子会社等をい うっ以 下同じ,'
と規会社等 (再条第 4号の 2蕪規定する規会社等をい う。以下Wじ「 )の 調係 tた)る場合

(b)親会社等を麗じくする子会社等同十の関係にある場合

イ 人的調採

次のいずれかに該当する■者の場合.ただし、 (a)とこfう いては、会社等 (会社法施行規則 (平成 18年法務

省令第 12号‐)第 2粂第 3項第 2/,^に 規定する会社等をい う。以 ド同じ。Jの 方が民事再生法 (平成 11年

法律第225号〕第 2条第 4号 |こ規定する再生手続が存続中の会社等叉t(更生会社 (会社更生法 (平成二4午

法律第154号)第 2条第 7項 :こ規定する更生会社をい う。)である場合を除くっ

(a)一方の会社等の役員 (会社法施行規員む第 2条第 3項第 3号に規
=す

る投員のうち、次に掲 ifる 者を

い う。以 下厠じゥ)が、他方の会社等の役員を凱に兼ねている場合

1,株式会社の欺締役。ただと_′ 、次に掲
'デ

る者を除くc

④会社法第2条第11号‐の21こ規定する監査等委員会設置会社たおける監査等姿員である取締投

②会社法第 2条第12号に規定する帝ネ委員会等設置会社における取締役

③会社法第 2条第15号・に規定する社外駁締役

④会社法第348条第 1項に規定する定款に舟|1段 の定めがある場合とこより業務を執行 tァ ないことと

さ瀬/ている取結役

2)会社法第402条 に規定する帝ネ委員会等設置会社との執行役

3)会社法第575条第 1項に規定する持介会社 (今名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員

(同法第590条第 1項に規定する定款
`こ

朗段の定めがある場合により業務を執行 tソ′ないこととされ

ている社長を鍮く。)

4)組合の選事

5)そ の他業務を執行する著であつて、1)か ら4)ま でに掲げる者に準ずる帝

(b)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第6と条弟2項又は会社更生法第6了条第 1頃の規定に

より選任さを1,た管財人 (以 下革tこ管財入という。)を現に兼ねている場合

(c)^方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を挑に兼ねている場合

ウ その他の′人札の連正さがIFl常 さ漱′ると認められ′る場合

組合 (共 同企業体を含むぃ)と その構成員が同一の入札に参力日し●ている場合その他 と記ア又はイと同視

と′うる資本関係又は人的関係があると認められる場合。

(9) 地 域 要 件
那覇吋f、 浦添‖f、 糸 l`尚 帯f、 豊見城市、市城市、繭風原置↓

‐
、人重瀬置r、 5引 ;原町、宜野湾

市、ノtitt lT内 に本店があること。

(10)

業
務

実
績

対 象 期 間
自 平成

=3年
4月 1日 芹記 l′

′)翔〕聞ぬに下記の対象業務を請負い、完誠。引渡しが

完 rt/た業務実績を有すること6至  令下H5年 12月 6日

対 象 委 託 (調査)磁気択容

考備 沖縄県内における不発畔の探査業務

(11)

雌
置
予
定
技
術
者

考備

次:こ鶴げる要件を満たす管逃技牟鷲者及な担当技術者を当該業務に盤置することができ

ること。
ア ド記の資格のいずれかを́有することG

③・港湾海洋訓査士 (危 1資物黎査都 F電 〕

②,RCCM〔地質叉イま上質及び基礎 )の査格を有する技術者かつ磁気択傘の経験

を布する子支村者
③.般社潮法人沖縄県磁気探査務会が認定する磁気探査技士

イ 上記く10)業秘実績を1件以上有することfっ

ウ 淳 翻 耳t結芽 とr汰ぃ て し■ 導 浄 芳 井甫 移 白天I′ど雇 ,日 間標 ととあ る
「

汗 ^

.(19) 取  抜  tす  案  件

以 下の業務を毒 |と した苓 |ま 、本業務あ落札者となることはできないっ

`該当無 とフ



3 設計園書等の西己義f、 質間及び回答

4 資オ各確認 幸講書等 (夕)提出

5 入札手続 き等

設 計 劇 書 等 の 配 布

報 間 鈎 令和5年 11月 24層 ぐ企) 至 令下H5年 12月 8爾 (金 )

配 布 方 法 ガh朝港管媒組合ホームベージとこて曽こ布す心。 (hitpSt//nahaportす OpF)

配 市 場 所 。

聞 い 合 せ 先

ガh耕 市i邑 堂F▼

‐
2番 1サ  3踏

那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班
'電話 0933632578

質 問 ・ 同 答 期 間 等

(1)入札・契約手

統 に関す る こ と

那覇市通堂町 2香 1号^3賭
ガh朝 港管理組合 総務部 総務諜 好務班

昌三言舌  093-363-2578      rrAX  093-363-2629

(2)上 記 (1)以 外
に 関

‐
す る こ と

ぷ璃強f逓 茸田「 E番 と零̂ 2階

那軍港管理紳合 企画建設部 計画建設報

電話 098-868-0336

提  出  期  間
自 令ノl'「5年と二月24瞬 (金) ～  至 令和る年 12月 5瞬 (大 )

上記期間の上日及び税 日を除く毎 籐、 9時から17時 まで。

提 出 場 所 上記 (1)とこ司じc

提 出 方 法 電送 (風X又 ユまメール (chi_toumag0280nahaport,jp))叉は持参

回 答 方 法
那覇港管理組合ホームページ (httpsI〃範hapOrt_jゴ )及び 上記 (1)に

おいて、以 下の華弱、閲覧 iこ供する。

国 答 期 間
邸答 癬から 令′

l・「5午上之月上士悧 (月 ) まで

上記彗間の十 日及び祝 日を除く毎 日、 9時から攻了時まで。

資 格 確 認 申 請 書

本競争の参珈冷望者は、次の書項を軒眼内に提出すること

なお、理眼までに提出がない場合、本競争に参加することができないc

提  出 書 類
|

0‐般競争入札参力経資務確認申請書 (第 3号様式,

②返信用封筒 (入
=と

結果通矢‖用 (84円 卿手〕た付め

麹 11月 24澤 (金) ～  下 令程5年 12月 8日  (金 )

出  報
li記期間の土 騨及 日を く毎‖、 9時から16時 まで.

ぷ薪市通(「 I・ 2香 1号  3階
提  出 場 那覇迷管理組合 総務書る 財務班

電話 09群8632578

提  出 方 法1持参又は欝;と (一般書留もしくは綿易書留)

提 出 部 数|二 部

入  札  期  日

本業務は、紙入
=し

により実施する。

ォ入札壽等 1ま 、 あらみヽじ夏)1湾荘
マ
する日:こ酉己達さ津1′ るように (「酉E達 日指

定翼i更」)、 「一般書留ど又は「鶴易書留」のい
~0・

れかの方法により剖;

送すること。持参や普通郵便等で提出された場合、無効とする。

入  札  方 法

①′入札書

②業務費内訳普
提 出 壽 獲

ロ
チ

定

日

指
札

進

入

配

く
令和5年 12月 11田 (月 ,

〒90()-0035  ガh萌 市通士置
r‐ 2香 1サ

舟ヽ覇港管理組合 総務引
` 

総務諜 財務班

電話香 た′・ 0つ恩-863-2578

先寛

裁

額
記こ

金

書

る

本
入
す

落
=と

武定にあたつては、入札普に記載 された金額に当該金額のと00分の

10tこ 相当する須を取算 と/た金額 く当該金額に1円 未満の端数があるとき

は、℃の端数金額を切 り捨てた金額)を もつて落本し価格とするので、入

札者は、消費税及び地方消費税 tこ係る諜税事業者であるか免硯事業者で

れ)る かと蘭わず、見積もつた契約希望金額のと上0分 lア_)100に相当する金額

を入札書に記載することり

3/6



る
項

す問
事

卜に
工思

士Ｔ入
注

ア 人本と書のくじの数宇 (任意の数宇 3桁)は、同額 くじ抽選が発生 と/

た場合に使用
‐
するため、必ず記′入すること。

イ 配達指定 燭以外の 日に用いた人札書及び業務内訳辞は、受理 しな

とヽ .

ウ 入札帯の 日付は、開札 日を記入することり

暮

出
訳帥

提

務業

の

ア 第1瑯 日の入札すこ燃 t.′ 、入札書に記載される八札金額に州応 tァ た業務

費ぬ訳幕 (様式 自由)を提出することd

イ 業務費内訳書こと|ま 、作成年月 日、項 ¶、員数、半価及び全筆を明ら

かに tン 、商零‐又 tま名称並びに住 lァ を記載す心こと。

ウ 業務費内訳書 tこ 難ゝ代表者 r〒 を押尊することc

工 管理者 (こ オ1)とどのなの為浄勁者を合など)は、提出された業務費殉訳

書について説嘱を求めることがある.

本公告に示 した競争参加資幣のない者の とンた入本と、資格確認申請書等に虚偽の記載をした

者のした人本と及び八札に関する条件に連反 した入春とは、無勘とする。
入  札  の  無

資格確認申諦専の提出後、都合:こ より人札を辞逮する場合は、開札 日時までに入 と́辞選届

を提出
―
すること。

また、落春と決定までの闘とこ他の業務を落札 したことによ,配世設定技術者を本業務に配繊

ることができなくなったとき1ま 、直ちに報告すること.当該隷告がなく、本入札の手統き

が暮札決定まで至った場合、構峯停止措輩要敏に基づく指名停上を行 うことがある。

札 の 辞 選

ア 藩札候補者がいない場合は開札後直ちに軒度入札を行 うので、吾責入札にも参加する

場合は、葡札時点から立ち会 うこと。初度の爛札時に立ち会わない参力H者 は再度入

札を辞退 したものとみなし、再度入
=と

への参力Hを認めない.

イ 代即人が入札する場合は、人札を行 う殊に姿任状及び山己の葬錐を持かすること。

ウ 萎任状には、1業務名を記 入́すること。
工 再度入札参力日者叉は再度人札参力に者の代理人は、当該入札 tこ 対する他の ,司 度人本と参

加者の代理をすることはできない。

オ 再度入札は、 1回のみとする。

か′ の

6  開本と

7 資格確認資料の提出と競争参加資格の審査

本し     日 呵 令不B54■ 之月12H  (火 )   11100 ※入札普の 出付

万瞬 港管理組合 2階大会議室

※入札者は、開札に立ち会 うことができる (再入札 tこ参雄する場合 I萩 、開札時点から

立ち会 うこと).
札   場

J

落 札 候 補 者 の 選 定

及 び 事 後 審 査 の 実 施

開本と後、落ホと者の決定を保留し、予定極櫓の範囲内で冶効な最低の価格をもつて人札を

行′ンた者 (以 下「落札候補者」というの)から順に競争参カロ資格分審査を行う。落札候補者

は、報眼kでに資格確認中詩書等を提出とンない場合、競争参方
"資

格がないヽのとする。

なお、落札候補者は I上位から順とこ3者 (と位の者と倒桜の者が複数いる場合はこの限りで

はないさ)を決定し査格確認査料を求めるが、適格者が確認できた時点で、次順位以降の者

の競争参加資格¢審査は行わないものたする.

通   知   日 令和5年 生2月 12旧 倣 )17:00 まで (予定)に対象業者れ〉て通知する。

提 出 期 限 令和5年 12月 14日 (木)15100 まで

提 出 壽 類

O雌置予定技術者の資格等 (様式 1)

③業務実績 (様式2)

○資格確認中請普 (第 3号様式)(′ 'ヽ 資格確認の各項脚に記戦とンた必要書類

提  出 部  数 1をБ

提 出 方 法 原則、持参

提   出  先

〒90()0035  郵覇市通堂町 2番 1号

那瑶港管理組合 総務報; 総務諜 財務班

電話番号 09辟 86'J E573



競 争 参 加 資 格 の 確 認

沈争参方H資格の確認 |ま 、開札後、中討書等の提出報眼の 日を tぅ つて行 う |ヽの とと/、 その結

果は以下の 用まで:こ督面 t二 より通矢口する。

令和5午 上2月 15日 (金)(了 定́)

なお、落札候補狩について競争参力籐合格が確認され適ハ!碁者であることが確認できた場合

tま 、落札者決定通矢Πをもつて資格確認結果の通知に代えるものとする.

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結j来 、幕札侯補誓が就争参革資格を満た tッ ていると確認とンた場合は、当該藩札

候補者を碁札者とする。また、その常呆ユよ、全入札参加者に通知する。

競争参剃資格がないと認め

られた者がその理由に対 し

て 不 熙 が あ る 場 合

競争参舜登格がないと認められ′た者は、管理者ここ対 して競争参加資格がないと謡あと,れた

理由について説明を求めることができる。

管理章 tま説覗を求められ′たとき|ま 、苦情を申とン立て義黙の翌 日から起算 とンて 5日 以内 (体

脚を除く)に説明を求めた者に対 tァ 、書面により憂答するc

提 出 期 限
競争参舟資格確認結果の通矢Hを行つた日の翌日か導起算して5胴 以内

(休 脚を除く)と ‐
する.

提   出  先 が等港管理租今 総務部 総務諜 貯務班

提  出  力 法
書産i〔様式 白由)を持参すること゛郵送又は電送 (メ ールやFAX,1こ よ

るもの ,ま受け付 tナ ない.

本  入 札  に 係

資 料 の 取 被

る

ヤ`

ア 資1各確認申討帯等の作成及び提出に係る費淀は、提出帝の負担 とする。

イ 契約担当者 l攻 、提出された資格確認申請書等について、競争参加資格の確認以外に

提出帝に無断で使用 しない。

,提 計|さ れた資′耳魯確認申詩普等 ,求 、返却 しないぅ
工 番出期限内に臥り、資格確認申諦等等の修正くと と/替え、追靭、再提出を認めるc

オ 提出期限を逓 ぎた場合、資幣確認中講書等とま受
`す

付 tす ないc

力 資格確認申議書等の受理後、書類内容を審査 と、書類の記載腑れや添付漏れ等が

あつた場合は競争参加資棒無 t/と なり、落
=と

者 となることはできない争
キ 安格確認申詩書等に虚偽の記載なした場合、指名停止捨障要彼:こ 基づく指名停止

を行うことがある。

3 入孝と保証金及び契約保護金

札  鰈  証

入本と保議4企の金額等 |ま 、現金又は管理帝が称実と認める有価証券等をヽつて見積る契約金

額の100分の5以 とを納イ可
―す

~る
ものとする。ただ t_′ 、次のいずれかに該当する場合は、入春と保

証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間に薬B^合 を絞保険者 とする入

=し

保証供険契約を締結 したとき.

ィ 理 (独立行政ま入含4,c)又 |ま 地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契

約を締結 t/た 実績を有 し、これら(/う うち逓去 2箇年の弱に履行期限のφJtt t_´ たri以 との

契為を4て試実 tこ 履行 した者ど

なお、次 lブ_)者 は入
=と

に関する条件に違反 したものとして、その人札を無効とする。

(1)華眼までに入札保証在の幸√言付、若 しくは納付 ,こ代わる上記ア、 Tのいず漁′かtこ係る

書類の提出のない者

(2)入 本と保証金の金額等が上記の条件に満たない場合

(3)入札保証金等の細対等に係る書類に不備があった場合

また、 ^皮提出され′た人札保証金の純付等の変更はできない〔ぅのとする。

※ 人札保証金を免除した落札者が契約を結ばない場合、挨常賠償金として、入本と金額に

消費税及び地方消費税を加えた額の上00分の 5を那覇港管理組合に納付しなければならな

と` c

※イにより́入札保誕金の免除を受ける場合は、様式「地方公共団体篭契約状況確認どを

提出するこれ.

令和5年 12月 8日 (金)17:00 まで提 出 期 限

〒9000035  ガト翡吋f通常鴫
‐
2番 1号

那覇港管理紳合 総務部 総務課 財務班

電話器 ; 098-868£ 578

出 先提

ラ
ブ 「入札保証金納付普発行往類書」を持参すること

※要事前連絡
イ 細 合が発行する納入通矢Π善により金融機関で保証金を

納付 し、領 H又壽 (写)を上記期限までとこ握豊するこ

と.

人 札 保 証 金

(現 金 納 付 )

提 出 方 法
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保証保険証券・ 提 出 方

保証審‐地方公

問

間

期

期

険

証

保

保

持参又 tよ郵送 (配達が確認できる方法にてき付するこ

とう

削札口から2か月とする「

有 価 証 券
受入 用峙・受入方法等の調整があるので、事苗tこ と記IL常課まで連絡

すること。

約  保  証 免除 (那覇港管理系騒合契約規則第 嚢条第 1項第 O号による)

9 の の

配 置 予 定 技 術 者
の    確     認

落札表定後、テクリス等により西亡置予定技術者の賞績に関する逢反の事実等が確認 された

場合、契約を結ばないことがある。

なお、病気 。死亡 。退職等の場合でやむを得ないとして承認さ烹1,た 場合の外ユま、資格確認

申議書等の差誉え:ま認めふ瀬メない。

病気等の斡別な理由によりやむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、 2に掲げる基準

を満たとン、かつ当初の睡盤T'庄技術章 と同等以上の者を配世と/な け浄′:ずならない。

前  金   払 契約金額の30%以内

支 払 条 件

部  分  払
適用あり

※那覇港管理糸H合契約規則第4上条の規定回数の範囲内

契 約 締 結 時 期
本業務に係る契約は、藩本と者の決定後、7日 以内に締結する。ただし、管理章が特に指示

したとき,ま この眼りではない。

講 負 代 金 等 の 変 更

本業務の契約締結後、本業務の業務委託料を変更協議する場合及び本業務と関連する業務
を本業務受津者を鼈意契約する場合、変更協議又は関連する業務 lノ_)予定価格の算定球、本業

務の諦負比率 (当 初契約額■当初設計額)を変更業務価格載たは関連業務の設計額に棄じた

額で行う。

人 札 参 力H者 等
の 選 守 事 項

人札参力爾者は、那薪港管理組合競争入本と心得、土木設計業務等賽託契約書及び4仕様書を熱

読し、これを避守すること。
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